

国家外貨管理局：輸入延払い、ユーザンス支払い管理強化の関連問題に関する通知
匯発[2005]8号
国家外貨管理局各省、自治区、直轄市分局、外貨管理部、深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局、各中資外貨指定銀行：
貿易回収支払い管理を一段と改善し、輸入延払いとユーザンス支払いなどの貿易金融行為を規範化するために、ここに関連問題について以下のとおり通知する。
1、 各級外貨管理部門（以下、「外管局」という）、外貨指定銀行（以下、「銀行」という）は本通知及びその他関連外貨管理規定に厳格に従って回収支払いと核銷のプロセスにおいて輸入延払い、ユーザンス支払いなどの貿易金融行為の真実性審査を強化しなければならない。
2、 貨物到着後支払いにおける輸入日時が2005年3月1日以前で報関単の未支払い金額が一口50万米ドル（50万を含む）以上、予定支払い日時が報関単の輸入日時より90日（90日を含む）を超過している輸入貨物報関単の輸入支払い証明聯（正本）（以下、「輸入貨物報関単」という）に基づいて支払いを行う場合、輸入単位は2005年5月1日の前に、延払い状況説明書、輸入貨物報関単、契約等の有効な商業証憑を持って、外管局で延払い登記手続を行う。
3、 貨物到着後支払いにおける輸入日時が2005年3月1日以降の輸入貨物報関単に基づいて支払いを行う場合、輸入単位は契約で約定している日時に従って外貨購入支払い手続を行わなければならない。ただし、報関単の未支払い金額が一口50万米ドル（50万を含む）以上で且つ予定支払い日時が報関単の輸入日時より90日（90日を含む）を超過している輸入貨物報関単に対しては、輸入単位は通関後60日以内に、延払い状況説明書と輸入貨物報関単、契約等の有効な商業証憑を持って、外管局で延払い登記手続を行う。
4、 上述の第二、三条で述べる状況に符合する延払いに対して、銀行は輸入貨物報関単等の人民元転、外貨売渡と支払いに関連する管理規定の確証と商業証憑、及び外管局が貿易輸入支払い核銷監督管理業務印を押捺している《貿易輸入延払い登記表》（以下《登記表》といい、書式は附件１参照）に基づいて輸入単位外貨購入支払い手続を行い、あわせて《登記表》第三聯に《貿易輸入支払い核銷単（申告書代用）》を添えて所在地外管局に送付する。
5、 延払い登記を行わなければならないにもかかわらず登記を行っていない、または《登記表》上に明記している支払い日時を超過している貨物到着後支払い業務に対して、銀行は輸入単位のために直接に支払い手続を行ってはならない。貿易紛争等の特殊原因のため《登記表》上に明記している期限内に確かに対外支払いできない場合、輸入単位は状況説明書、関連証明資料及び原《登記表》を持って外管局で二次延期手続を行わなければならず、外管局審査後、原《登記表》備考欄内に二次延払い期限を書き加え、再度核銷監督管理業務印を押捺する。輸入単位は最多で二回延払い登記を行うことができ、二回の期限延長後なお《登記表》上で明記している期限内に支払いを行うことができない場合、輸入単位は再び輸入貨物報関単に基づいて対外外貨購入支払い手続を行うことができない。
6、 信用状、輸入代理回収での書類到着済みで、輸入単位が支払期限延長を要求する場合、銀行は有効な貨物運送証憑、信用状修正書等の関連商業証憑を審査しなければならない。
銀行は毎月初5工作日前に、前月発生した信用状及び輸入代理回収での支払期限延長が90日及び90日以上のユーザンス支払い状況を取りまとめ、当地外管局に《XX銀行貿易輸入延払い/ユーザンス支払い統計月報表》（書式附件2参照）を送付しなければならない。
7、 外管局が延払い及びユーザンス支払いの状況の統計工作を手際よく行うにあたって、各分局は毎月初10工作日前に、総局に《国家外貨管理局XX分局貿易輸入延払い/ユーザンス支払い統計月報表》（書式附件3参照）を送付しなければならない。
8、 輸入日時が1998年9月1日以前の輸入貨物報関単を支払い、核銷に用いていない場合、輸入単位は2005年5月1日以前に状況説明書、輸入貨物報関単及び関連証憑を持って外管局で備案または核銷を行わなければならない。銀行は外管局が発行する《輸入支払い備案表》に基づいて輸入単位のために外貨購入支払い手続を行う。2005年5月1日より、輸入単位は輸入日時を1998年9月1日以前とする輸入貨物報関単で輸入支払い及び核銷手続を行ってはならない。
9、 銀行が本《通知》の規定に違反する場合、《外貨管理条例》第42条の規定に従って処罰を行う。規定に従って直ちに状況のフィードバック・報告表の送付を行わない場合、《外貨管理条例》第31条と第49条の規定に従って処罰する。
輸出入単位が本通知の規定に従って相応する登記を行わない場合、《外貨管理条例》第44条の規定に従って処罰する。
銀行、輸出入単位が本通知のその他規定に違反する場合、《外貨管理条例》及びその他関連管理規定に従って処罰する。
10、 本通知は2005年3月1日より執行する。以前の規定と本通知とが相抵触する場合、本通知を基準とする。
各分局は本通知受領後、速やかに所轄中心支局、外資銀行及び関連単位に転送しなければならない。各中資外貨指定銀行は本通知受領後、速やかに所属分支機構に転送しなければならない。執行中に問題に遭遇した場合、直ちに国家外貨管理局経常項目管理司にフィードバック願いたい。
附件：１、貿易輸入延払い登記表（略）
　　　２、銀行貿易輸入延払い／ユーザンス支払い統計月報表（略）
　　　３、国家外貨管理局　　　分局貿易輸入延払い／ユーザンス支払い統計月報表（略）
2005年2月5日
（仮訳：日綜（上海）投資諮詢有限公司／呉　明憲）
